
群馬労働局の取組 トピックス
（10月は年次有給休暇の取得促進期間、割増賃金率の引き上げ）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

① 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

【事業主の皆様へ】

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、
計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた
柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。

詳しくは、
群馬労働局雇用環境・均等室 働き方・休み方改善コンサルタント（社会保険労務士）にお問い合わせください。
☎０２７－８９６－４７３９です。

こちらのサイトもご利用ください。
<働き方・休み方改善ポータルサイト>

https://work-holiday.mhlw.go.jp/

<年次有給休暇取得促進特設サイト>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

雇用環境・均等室



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

雇用環境・均等室

② 中小企業の事業主の皆さまへ
2023年４月１日から
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます


